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総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会 

平成２２年度検討成果とりまとめ 

 

 

はじめに 

国土交通省直轄事業における公共事業の品質のさらなる確保・向上を図るた

め、総合評価方式の活用・改善や多様な入札・契約制度の導入等、入札・契約

に関する諸課題への対応方針について有識者から意見を聴取することを目的と

して、平成 21 年 11 月 9 日に「総合評価方式の活用・改善等による品質確保に

関する懇談会」（座長：小澤一雅東京大学大学院工学研究科教授）を設置し、平

成 22 年度には 2回開催したところである。 

主な内容としては、平成 21 年度における総合評価方式の実施状況を報告する

とともに、平成 21 年度にとりまとめた改善策等の実施結果について、分析・評

価を行った。また、入札契約制度等に関する透明性を確保する観点から、工事

の総合評価落札方式等の改善に関する取組みの実施状況について報告を行うと

ともに、入札・契約制度等の透明性確保に関するアンケート調査結果について

分析・評価し、今後の取組み方針について検討を行った。 

本報告書は、平成 22 年度の同懇談会における検討成果をとりまとめたもので

ある。 
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１．直轄工事における総合評価方式の実施状況（平成 21 年度年次報告） 

（P5～P18） 

 

 総合評価方式の普及・拡大、ダンピング防止策、入札契約制度に関する諸課

題への確実な対応に資するため、平成 21 年度に同方式により調達された国土交

通省直轄工事を対象に、技術評価の実施状況、落札者の状況、施工体制確認型

の実施状況等について分析し、年次報告としてとりまとめた。 

 

 分析の結果、平成２１年度における総合評価方式の適用率は件数ベースで

99.2％、金額ベースでは99.6％となり、ほぼ100％の適用状況となっていた。タ

イプ別では、件数ベースで最も多いのは簡易型の6,737件（全体に占める割合

60.5％）であるが、金額ベースでは標準型の9,113億円（同61.3％）で、平成20

年度と傾向は変わらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 年度別・タイプ別の実施状況（件数） 
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図－２ 年度別・タイプ別の実施状況（金額） 
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 最高得点者（最低価格者以外）が落札した割合は、標準型（Ⅰ型）56.4％、

標準型（Ⅱ型）31.8％、簡易型26.3％、実績重視型27.7％となっており、いず

れも技術評価を重視する度合いが大きいほど高い割合となっていることが明ら

かとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 落札者の内訳 標準型（Ⅰ型） 図－４ 落札者の内訳 標準型（Ⅱ型）

図－５ 落札者の内訳 簡易型 図－６ 落札者の内訳 実績重視型 

注１）８地方整備局を対象。 
注２）主要四工種（一般土木、As 舗装、PC、鋼橋上部工）に該当する工事を対象 
注３）予定価格内１者の工事を除く 
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 施工体制確認型を導入した場合の平均工事成績評定点は75.4点で、導入しな

い場合と比較して1.7点高く、工種別に、施工体制確認型を導入した場合と導入

しない場合における工事成績評定点を比較すると、何れの工種においても、導

入した場合の方が高い値を示しており、施工体制確認型の導入による品質確保

効果等が明らかとなった。 
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 平成23年度は平成22年度の工事を対象に実施状況を分析する予定である。 

 

図－７ 工種別 工事成績評定点と落札率の状況 
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２．入札・契約制度等に関する透明性の確保等に関する実施状況等について  

（P19～P38、P73～P85） 

 

 平成 22 年度は、総合評価方式（工事）における入札契約手続きの透明性の確

保に関する取組みとして実施している、「技術提案の評価結果に関する具体的な

内容の通知」、「評価内容等に関する問い合わせ窓口の設置」「入札参加要件にお

ける実績要件の見直し」等の改善方策についてフォローアップを行った。 

 「技術提案の評価結果に関する具体的な内容の通知」については、標準型（Ⅰ

型）のほとんどの案件で実施しており、標準型（Ⅱ型）についても順次拡大し

ているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「評価内容等に関する問い合わせ窓口の設置」については、問い合わせのあ

った企業数が、延べ参加企業数のうち 21.7%となっており、問い合わせの内容は、

加点しない「－」の理由が 82.3%を占めている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

競争参加
資格通知済

件数

延べ参加
企業数

問い合わせの
あった企業数

551

1,341
（21.7%）

<11.2>
6,174

＜問い合わせ企業数＞

注）<>書は、競争参加資格通知済工事１件当たりの参加企業数
（）書きは、延べ参加企業数に対する割合

＜問い合わせ内容＞（3,925件中）

加点しない「－」の理由
3,118件（82.3%）

実施不可「×」の理由
129件（3.3%）

評点「○」の理由

248件（6.3%）

履行義務
61件（1.6%）

その他

259件（6.6%）

※8地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局において、H22.4.1～
H22.12.31に発注手続きを開始した工事が対象（港湾空港関係除く）

544

面談等実施
企業数

＜標準Ⅰ型＞（202件中）

適用工事
200件
99.0%

＜標準Ⅱ型＞（1,440件中）

適用工事
521件
36.2%

非適用工事
919件
63.8%

※8地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局において、H22.4.1～
H22.12.31に発注手続きを開始した工事が対象（港湾空港関係除く）

非適用工事
2件

1.0%

図－８ 技術提案の評価結果に関する具体的な内容の通知の実施状況 

図－９ 評価内容等に関する問い合わせ窓口の設置の実施状況 
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 「入札参加要件における実績要件の見直し」については、簡易型による発注

した工事の 94.4%で数値要件を緩和しており、数値要件を緩和した工事の平均応

札者数（1 件当たり 7.3 者）は、平成 21 年度の簡易型における平均応札者数よ

りも増加している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工事関連データの提供については、マニュアル（案）を作成するとともに、

HP からのダウンロードや CD での貸与など 103 件の試行を実施した。発注者から

は「事務量の軽減」、受注者からは「非常に参考になる」や「情報の正確な把握」

が効果としてあげられており、受発注者双方より、非常に高い評価を得ている

ことから、件数を増加し、引き続き試行を実施する。改善すべき点として、発

注者からは「データ提供の準備作業の負担増」や「情報流出、提供したデータ

の誤謬等への懸念及びその対応」、受注者からは「データ形式やデータの提供方

法」や「データの誤謬等」が挙げられており、今後これらについて改善方策を

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜適用状況＞（簡易型4,104件中）

適用工事
3,875件
94.4%

非適用工事
229件
5.6%

※8地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局において、H22.4.1～
H22.12.31に発注手続きを開始した工事が対象（港湾空港関係除く）

数値要件を
緩和した工事の

平均応札者数

【参考】
平成21年度の
簡易型における
平均応札者数

5.2

7.3

図－１０ 入札参加要件における実績要件の見直しの実施状況 

図－１１ 工事関連データの提供に関する効果（良い点）と課題 
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 「工事内容を説明する機会の設置について」は、マニュアル（案）を作成す

るとともに、様々な方法により 27 件の試行を実施した。発注者からは「技術提

案に関する意図の正確な伝達」、受注者からは「説明による理解度の向上」が効

果としてあげられており、特に受注者より、非常に高い評価を得ていることか

ら、件数を増加し、引き続き試行を実施する。また、改善すべき点として、発

注者からは「質問対応等の負担は軽減しない」、受注者からは画質の向上や回線

数の制限など「設備に関する対策」などが挙げられており、今後これらについ

て改善方策を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１２ 工事内容を説明する機会の設置についての効果（良い点）と課題 
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３．入札・契約制度等の透明性確保に関するアンケート調査について  

（P49～P71） 

 

 公共事業の品質のさらなる確保・向上に資するべく、各公共工事発注官公庁

における総合評価方式の透明性の確保等に関する取り組み状況や運用上の課題

等について発注者、建設企業および一般の方々に対してアンケート調査を実施

した。 

 総合評価方式の導入効果として、発注者・建設企業ともに【１】不良工事の

減少、【３】競争の促進、【４】談合の防止の割合が高い。【１】の中でも、【１

－３】工事成績の向上、【１－４】企業による品質管理体制の確立が高い評価を

得ている。前回（平成２０年度実施）の調査結果と比較すると、【１】不良工事

の減少、【７】説明責任の向上、【１０】新技術の活用の割合が高くなった一方、

【３】競争の促進、【９】現場精通度等の向上の割合が低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合評価方式に対する改善要望として、発注者、建設企業ともに【２】技術

提案の評価･審査の割合が高い。また、発注者からは【１】手続きに伴う時間･

事務費用の割合が高い一方、建設企業からは【３】評価結果の公表、【７】地元

企業の受注機会の拡大の割合が高い。前回の調査結果と比較すると、【２】技術

提案の評価・審査の割合が高くなった一方、その他の項目については割合が減

少している。 

 国土交通省及び建設企業のどちらの回答においても、具体的問題認識として

「評価手法・評価基準を統一すべき」旨の意見の割合が高いが、平成20年度と

比較してポイント数が減少している結果となっている。 

 

図－１３ 「発現が認められる効果」または「今後発現が期待される効果」と回答した割合 
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提案内容の定型化により
技術競争にならない

要求事項が競争参加者に
うまく伝わらない

技術提案のウエイトや評価の
点数差などを見直す必要がある

課題の評価マニュアルや
事例集を整備する必要がある

審査の簡略化や審査体制の
充実が必要である

（回答者数：［H22］84，［H20］89）[国土交通省]

注）H22では上記以外の意見が16件（19%）ある

※自由回答を求め、事務局で分類のうえ集計

※｢改善要望(問題認識)として特に重要｣を選択した回答者の割合が２０％を超える事項について、件数の多かった意見を記載
※１回答に複数の意見が含まれる場合は、それぞれを１件として集計

※具体的な意見がない回答(空欄、｢特になし｣等)は、回答者数に含まず集計
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評価手法・評価基準の
統一が必要

要求事項が漠然としている

課題設定が不適切な場合がある

評価内容・評価項目等
の見直しが必要

審査体制の充実、省力化が必要

評価の透明化が必要

※自由回答を求め、事務局で分類のうえ集計

※｢改善要望(問題認識)として特に重要｣を選択した回答者の割合が２０％を超える事項について、件数の多かった意見を記載
※１回答に複数の意見が含まれる場合は、それぞれを１件として集計

※具体的な意見がない回答(空欄、｢特になし｣等)は、回答者数に含まず集計

（回答者数：［H22］69 ，［H20］135）
[建設企業（全建＋土工協）]

注）H22では上記以外の意見が6件（9%）ある
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の整合性
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の拡大
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の作成費用

【5】低入防止効果

【6】技術提案と予定価格
の整合性

【7】地元企業の受注機会
の拡大

前回（平成20年度実施）アンケート結果とのポイント差

国土交通省（事務所回答を含む）

地方公共団体（都道府県＋政令指定都市）

建設企業

※建設企業は「全建+土工協」で比較

図－１４ 「改善要望として特に重要」または「改善要望として重要」と回答した割合 

図－１５ 「改善要望として特に重要」とした回答者の｢技術提案の評価・審査｣に関す

     る具体的意見 

図－１６ 「改善要望として特に重要」とした回答者の｢技術提案の評価・審査｣に関す 

     る具体的意見（建設企業） 
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0%

20%

40%

60%

80%
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[1] 技術提案の評価（採否）の通知

（透明性の確保）

[2] 問い合わせ窓口の設置

（透明性の確保）

[3-1] 入札参加資格要件

における実績要件の見直し

（透明性の確保）

[3-2] 入札参加資格要件

における実績要件の見直し

（競争環境の拡大）

[4-1] これまでに講じてきた対策

（透明性の確保）

[一般競争入札拡大、実施方針等

の公表、第三者委員会チェック]

[4-2] これまでに講じてきた対策

（競争環境の拡大）

[一般競争入札拡大、実施方針等

の公表、第三者委員会チェック]

 「技術提案の評価（採否）の通知」をはじめ、現在までに実施されてきた総

合評価方式における透明性の確保等に関する取り組みについては、高い評価を

得られている結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 総合評価方式の導入効果については、発注者･建設企業ともに多くの項目で高

い評価を得られている一方、その運用については引き続き改善要望が出ており、

特に、建設企業側から技術提案の評価･審査について「評価手法や評価基準の統

一が必要」等の改善要望が依然として高い。これに関連し、応札者より「評価

した項目、加点内容・理由等を通知・公表すべき」など改善の必要性も挙げら

れていることから、今後、更なる透明性の確保に向けて改善策の検討を行う。 

 

 

 

 

図－１７ 現在までの取り組みに対して「期待できる」または｢少し期待できる｣とした 

     回答者の割合 

国土交通省（事務所回答を含む） 地方公共団体 建設企業 WEBアンケート
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４．多様な発注方式の導入・普及に関する検討 

（P39～P48、 P87～P108） 

 入札参加者の技術提案の負担の軽減等を図る観点から、総合評価方式におけ

る二段階選抜方式を平成 22 年度において 8件試行を実施した。 

２段階選抜方式を採用したフロー

入札公告

入札説明書の交付

資料作成説明会

申請書及び資料の提出（注１）

入札

技術的能力の審査・絞り込み
（競争参加資格の確認）

ヒアリング

技術提案の評価結果の通知

施工体制確認

落札者の決定

指名通知・資料の提出依頼

資料の提出

技術的能力の審査

①絞り込みの方法

評価点○点以上

又は

評価点上位○者

②絞り込みの項目

企業の施工能力等

又は

（簡易な技術提案）

（注1）絞り込みの方法によっては、提出資料の
内容を変える必要がある。

 

 

 

 発注者からは、「審査する企業数が減ったことにより、技術提案書の評価作業

等にかかる負担が軽減される」「工事の品質向上が期待される。（優良な技術者

配置・優れた技術提案）」等の評価がされている一方、「一次選抜時の選抜方法

によっては、選抜される企業の固定化や絞り込みができない恐れがある」等の

課題も認識されており、今後、選抜企業の適正な均衡の図り方、実績・成績以

外の選抜方法、適切な選抜企業数、WTO 対象工事での適用可能性（「一般競争入

札の原則」との整合）等について検討する。 

 

図－１８ 二段階選抜方式を採用した場合のフロー 
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事後審査方式を採用したフロー

入札公告

入札説明書の交付

資料作成説明会

申請書及び資料の提出

入札・開札

競争参加資格確認結果の通知

施工体制確認

落札者の決定

技術評価結果の通知

予定価格超過した入札参加
者を除き、技術的能力を審査。

※評価者に企業毎の入札価格が

わからないようマスキング等に
より情報管理を厳守

技術的能力の審査

競争参加条件（同種工事の実
績、指名停止の有無等）のみ
により競争参加資格の有無を
確認。

 技術審査・評価に係る事務量の軽減を図る観点から、総合評価方式における

事後審査方式を平成 22 年度において 3件試行した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事後審査方式は、試行件数が少なく、発注者の事務負担の軽減等の効果につ

いては、明確に把握できなかったため、引き続き試行を実施し、効果を検証し

ていく。 

 

 その他、国土交通省成長戦略（H22.5）を踏まえ、各分野におけるグローバル

スタンダードの国内普及の促進等を行うことを目的とし、「第三者技術者（the 

Engineer）の導入」「設計付工事発注方式におけるコンソーシアムの導入」につ

いて別途懇談会により検討を行うことを報告した。 

 

 

図－１９ 事後審査方式を採用した場合のフロー 
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技術提案

工事の施工能力

地域精通度（近隣地域での施工実績等）

地域貢献度（災害協定の締結・活動実績等）

地元調整が多く必要な工事における地元事
情に精通している地元企業の下請業者等と
しての活用の度合い

・下請企業の近隣地域での施工実績

・下請企業の社会的貢献に係る表彰

・地元（優良）資材会社の活用の度合い等

技術評価項目

地域精通度・貢献度

【地元企業活用審査型の技術評価項目】

５．地元企業活用審査型総合評価方式等の試行拡大に関する検討 

（P87～P108） 

 

 総合評価方式の技術評価において、元請企業だけでなく、下請企業や資材会

社における地域への貢献度（災害対応への積極的参加等）等を適切に評価する

「地元企業活用審査型総合評価方式」を平成 21 年度より試行しており、現在 79

件を試行している。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後は地域建設企業が担うことが工事の品質確保の観点から望ましい事業に

ついて、地元企業活用審査型総合評価方式の適用工事の規模、種類、内容等に

ついて検討し、適用件数を拡大するとともに、工事の品質確保や優良な建設企

業の評価を進める観点から、下請企業としてふさわしい評価項目について検討

する。 

図－２０ 地元企業活用審査型の技術評価項目 
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【対象工事】

・専門工事部分が法面処理工事、杭・基礎工事、地盤改良

工事のいずれかで、工事全体に占める重要度が高いもの。

【審査・評価方法の留意点】

・原則として、入札参加者（元請）及び専門工事業者双方の

配置予定技術者よりヒアリングを実施。

・専門工事部分を元請が施工することは妨げない。

技術提案審査型

専門工事会社から技術提案を提出させ、入札参加者と合
わせて技術評価する。

技術評価点（加算点）の配点割合

（標準Ⅰ型）

加算点（７０点） 施工体制審査点
（３０点）技術提案

（５０点）
（８～１８点）

施工能力等
（２０点）

（３～６点）

専門工事部分の配点
（加算点全体の２０％～３０（５０）％）

【対象基幹技能者】

・ 「鳶・土工」、「機械土工」、「鉄筋」、「型枠」、「配管」等を

対象としている。

基幹技能者評価型

専門工事会社との契約等において、基幹技能者の優先
配置等、基幹技能者を活用する場合、（元請）企業の施工
能力として評価する。

技術評価点の配点割合

（簡易型）

加算点（４０点） 施工体制審査点
（３０点）簡易な

施工計画
（１０点）

施工能力等
（２０点）
（約１点）

地域
（１０点）

基幹技能者部分の配点
（加算点全体のうち１～２％程度）

※複数の地方整備局で試行

 専門工事業の技術力が工事全体の品質確保に大きな影響を及ぼすと思われる

工事において、入札参加者に加えて、入札参加者が受注者となった場合に想定

される専門工事業者の技術力も評価する「特定専門工事審査型総合評価方式」

を平成 19 年度より試行しており、現在 25 件試行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下請企業の技術力を適切に評価することとして、「特定専門工事審査型総合評

価方式」の適用工事の規模、種類、内容等について検討し、適用件数を拡大す

るとともに、技術提案審査型の実施マニュアル改善、基幹技能者評価型のマニ

ュアル作成や、現在評価している「「鳶・土工」、「機械土工」、「鉄筋」、「型枠」、

「配管」の他に、業界より要望のあった「電気工事」、「造園」、「建設塗装」、「内

装仕上工事」、「建築鈑金」等の評価について検討する。 

 

 

 

図－２１ 特定専門工事審査型総合評価方式の概要 
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試行概要：

①入札参加者は、特定下請負人※から提出された見
積書を入札時に発注者へ提出（入札条件）

②受注者は、特定下請負人から提出された見積書の
見積額以上の金額で下請契約を締結（工事請負契
約書で義務付け）

③下請の見積額を下回る下請契約を締結した場合に
は、監督職員等による重点的な監督・検査、建設業
許可部局による指導等

④受注者は、特定下請負人に対する支払いに関する
報告書を発注者に提出（工事請負契約書で義務付
け）

⑤下請契約額を下回る支払いを行った場合には、建
設業許可部局による指導等

注：③下請の見積もりを下回る下請契約を締結した場合及び⑤下請契約額を下回る支払いを
行った場合には、発注者は受注者に対し、理由書の提出を求めた上で、③の場合には監督
職員等及び建設業許可部局へ、⑤の場合には建設業許可部局へ送付する。

目 的 ：受注者から下請負人への適切な支払いを担
保することで下請負人へのしわ寄せを防止

対象工事：特定専門工事審査型総合評価落札方式を実
施する工事
○特定専門工事とは、法面処理工、杭基礎工、

地盤改良工のいずれかを含む専門工事が
工事全体に占める重要度の高い工事

工事請負
契約

発注者

受注者（入札参加者）

特定下請負人

②受注者は、下請の見積額以上
の金額で下請契約を締結

①入札参加者
は、見積書を
発注者に提出

③「下請契約額＜

下請見積額」の
場合及び

⑤「支払額＜下請
契約額」の場合

建設業許可部
局による指導等

建設業
許可
部局

スキーム：

下請契約

見積書

監督職員等

③「下請契約額＜
下請見積額」の場合

監督職員等による
重点的な監督・検査

支払報告書

④支払報告書を
発注者に提出

※：特定専門工事を行う下請負人

必要に

応じて
送付

 その他、受注者から下請負人への適切な支払いを担保することで下請負人へ

のしわ寄せを防止することを目的とした「下請負人の見積を踏まえた入札方式」

の試行概要について提示をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２２ 下請負人の見積を踏まえた入札方式の概要 
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